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（財）財務会計基準機構会員

平成21年9月24日

各 位

会 社 名 株式会社 栗本鐵工所

コード番号 5602（東証・大証第一部）

代 表 者 代表取締役社長 福井 秀明

問 合 せ 先 執行役員 財務部長 小島 眞也

TEL（06）6538－7724

当社子会社の株式譲渡および債権譲渡に関するお知らせ

当社の100%出資連結子会社である栗本建設工業株式会社(以下、栗本建設)につきまして平成21年9月24日

開催の当社取締役会において、当社が保有する栗本建設の株式の全部譲渡、および、当社が栗本建設の連結子

会社である栗建サービス株式会社(以下、栗建サービス)に対する貸付金を栗本建設に全部譲渡すること、を決

議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．株式譲渡および債権譲渡の理由

栗本建設につきましては、本年6月4日に民事再生手続開始の申立、6月12日には民事再生手続開始決定を

受け、現在、再生計画を策定中であり、10月下旬には大阪地方裁判所に提出する予定であります。

現在、建築請負業界は非常に厳しい状態が続いており、栗本建設におきましても、策定中の再生計画が同社

の債権者様のご理解、ご賛同を得られることが困難なことも予想されます。

このような状況下において、当社は、かねてより同社の代理人弁護士と協議を行ってまいりました。

この結果、同社の再生手続を支援、推進する観点から、当社が保有する栗本建設の株式全部を代理人弁護士に

総額1円で譲渡すること、当社が栗建サービスに対する貸付金を栗本建設に全部譲渡すること、を決定した次

第であります。

２．株式の譲渡先

きっかわ法律事務所 矢代 勝弁護士

３．譲渡株式数、譲渡価格ならびに異動前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数 33,000,006株 (所有割合 100.0%)

(議決権の数 33,000,006個)

(2) 譲渡株式数 33,000,006株 (譲渡価格 1円)

(議決権の数 33,000,006個)

(3) 異動後の所有株式数 0株 (所有割合 0%)

(議決権の数 0個)
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４．日程

(1) 取締役会決議、債権譲渡、ならびに株式譲渡契約調印 平成21年9月24日

(2) 株式譲渡期日 平成21年9月30日

５．当該連結子会社の概要（平成21年8月31日現在）

(1) 名称 栗本建設工業株式会社

(2) 本店所在地 大阪市西区南堀江1丁目11番1号

(3) 代表者の氏名 和氣勝海

(4) 主要な事業内容 土木建築総合工事請負

(5) 設立年月日 昭和21年4月12日

(6) 資本金 39億円

(7) 従業員数 194名

(8) 発行済株式数 33,000,006株

(9) 株主構成 株式会社 栗本鐵工所(100%)

(10) 決算期 3月31日

(11) 最近3カ年の業績

(単位：百万円)

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

売上高 36,547 43,199 28,175

営業利益 △ 574 597 △ 1,837

経常利益 △ 896 310 △ 2,061

当期純損益 △ 880 105 △ 10,787

純資産額 433 532 △ 5,248

６．今後の見通し

本件に関しまして、株式譲渡につきましては全額減損済み、貸付金につきましても全額引当済みですので、

業績に与える影響はなく、本年8月11日に公表いたしました業績予想修正から変更はございません。

また、今回、9 月末日をもちまして、栗本建設は当社とは資本関係もなくなり、当社の子会社に該当しなく

なります。したがいまして、今後、同社に起因する損失の発生見込はございません。

以 上


